
CLOSE UP!

　病気と診断され、治療をしながら仕事を続けると職場に迷惑を
かけてしまうかもしれないと離職される方は少なくありません。こう
した方が離職をしなくても、治療と仕事の両立ができるよう、各相
談員が支援を行っています。本院では、主治医と職場の連携の
中心となり、患者さんに寄り添いながら継続的に相談支援を行
い、患者さんごとのプラン作成などを担う「両立支援コーディネー
ター」が在籍しています。患者さんがどのような働き方（作業内容
や作業負荷など）をしているか聞き取り、主治医が患者さんの業
務に関する情報を踏まえた上で、就業継続の可否や就業上の
措置、治療に対する配慮について詳細に記載した意見書を作成
し、職場側にお伝えするなど、患者さん、主治医（医療機関）、職

場の三者が情報共有を円滑・的
確に行えるようサポートしています。
また、様々な制度や障害年金の申
請支援を行う社会保険労務士や、
再就職に係る職業形態などの具
体的アドバイスを行うハローワーク
による就労相談も無料で行ってい
ます。

　相談窓口や両立支援制度はまだまだ
認知度が低いのが現状です。病気を抱
えても安心して働き続けられる環境づくり
が推進されるよう、患者さんやご家族、事
業所など、多くの方に知っていただきたい
と考えています。

背景 治療と仕事の相談窓口の役割 今後について

■説明は
（前列右から）
看護師長　 井口 和子

（いぐち かずこ）

副看護師長 藤村 ひとみ
（ふじむら ひとみ）

■お問い合わせ先
　患者支援センター　Tel：０８8－633－9107

患者さんに
ひとこと

　治療と仕事に
不安を感じている
方は、どんなささ
いなことでも構い
ませんので、まずは
ご相談ください。

相談窓口のメンバー面談室

　本院では、病気で休職した患者さんが円滑に職業復帰できるよう、働きながら
継続して治療が受けられるよう、治療と仕事の両立支援を行っています。今回は
本院の治療と仕事の相談窓口についてご紹介します。

　近年、医療技術の進歩により、これまで予後不
良とされてきた病気の生存率が向上していることな
どを背景に、治療をしながら仕事を続けることを希
望する方が多くなっており、日本の労働人口の約３
人に１人が何らかの病気を抱えながら働いていま
す。仕事を理由に治療機会を逃すことなく、また、
治療を理由に仕事の継続を妨げられることなく、適
切な治療を受けながら安心して生き生きと働き続け
られる社会を目指す厚生労働省の「働き方改革
実行計画」に基づく取り組みとして始まったのが、

「治療と仕事の両立支援」です。

（後列右から）
MSW 秋月 佐代

（あきづき さよ）

看護師 高田 裕子
（たかた ゆうこ）

看護師 立木 佐知子
（たつき さちこ）

●休職中や職場復帰予定の方

●治療と仕事の両立で困っている方
●休職中や退職を考えている方

●再就職を考えている方

社会保険労務士による就労相談

両立支援コーディネーターによる就労相談

ハローワークによる就労相談

様々な制度や障害年金の申請などを支援

・看護師と医療ソーシャルワーカーが職場と担当医の中立の立場で支援
・利用可能な制度のご案内

治療を継続して行える仕事のご案内

治療と仕事の相談窓口

一人で悩んでいませんか？
まずはご相談ください。
・職務上の配慮をしてほしい
・職場の理解や協力が得られるか心配
・入院すると収入がなくなる
・利用できる制度が分からない
・病気のことを上手く職場に伝えられない
・治療に合わせた休暇が取りづらい
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